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■施策２  子どもの放課後等の居場所の確保

■施策３  男性の家事、子育て参加の促進

№ 取組名 取組の概要 担当課

1 児童クラブの充実 子ども一人当たりの面積基準に合わせ、施設整
備等により、児童クラブの充実を図ります。

子育て支援課・
教育総務課

2 （仮称）新放課後
子どもプランの策定

子どもが安全に安心して放課後等を過ごすこ
とができる居場所について検討し、（仮称）「新
放課後子どもプラン」を策定します。

子育て支援課

3 地域における子どもの
居場所の創出

「（仮称）新放課後子どもプラン」に基づき、地
域における子どもの居場所を創出します。 子育て支援課

【新規・拡充の取組】

【継続の取組】
№ 取組名 担当課
1 児童館 子育て支援課
2 児童クラブ 子育て支援課
3 放課後子ども教室 子育て支援課
4 子どもの体験交流活動 子育て支援課・生涯学習課
5 子どもの遊び場（公共施設開放） 子育て支援課

№ 取組名 取組の概要 担当課

1 男性向け
実践プログラムの実施

家庭での男女共同参画をより積極的に理解し
実践していくため、グループワークや実技を取
り入れた講座等を開催します。

子育て支援課・
市民窓口課

2 対象を絞った効果的
かつ効率的な広報活動

若い父親を始めターゲットを絞って、家事、育
児等への参画を促す啓発や広報を行います。 市民窓口課

【新規・拡充の取組】

【継続の取組】
№ 取組名 担当課
1 ENJOY! パパ手帳 子育て支援課

　子育てと仕事が両立できる環境を充実させるため、希望する全ての子どもが教育・保育施
設等で質の高い教育・保育が受けられ、就学後においても、放課後等に安心して過ごせる居
場所を創出します。
　また、多様な働き方に対応するため、保育サービスの拡充やファミリー・サポート・セン
ターを設置するとともに、出産のために退職した女性等の再就職支援や働きやすい職場環境
の充実を促進します。
　加えて、家事や子育てに関しては、まだまだ女性への負担が大きいことから、男性の家
事、子育てへの参加を促進します。
　
■施策１  多様なニーズに対応した保育環境等の充実

 Ⅰ 子育てと仕事の両立プロジェクト

№ 取組名 取組の概要 担当課

1 ３歳未満児の保育の拡充

３歳未満児の保育ニーズに対応するため、
認定こども園、保育所等の施設整備、地域
型保育事業の実施等により、３歳未満児の
保育の拡充を図ります。

子育て支援課・
教育総務課

2 病児・病後児保育の実施
病気や病後の子どもを、保護者が家庭で保
育が困難な場合、病院に付設された専用ス
ペースにおいて保育を実施します。

子育て支援課

3 一時預かりの拡充 認定こども園や幼稚園において一時預かり
を行い、拡充を図ります。 子育て支援課

4 休日一時保育の拡充
嵐北地区（旧一ノ木戸小学校体育館）に設
置予定の子育て拠点施設で、休日一時保育
を実施します。

子育て支援課

5 ファミリー・サポート・
センター事業の実施

乳幼児や小学生等の子育て中の保護者等を
会員として、子どもの預かり等の援助を受け
たい方と援助を行いたい方との相互援助活
動に関する連絡・調整を行うセンターを設
置します。

子育て支援課

【新規・拡充の取組】

【継続の取組】
№ 取組名 担当課
1 通常保育（11時間保育） 子育て支援課
2 早朝・延長保育 子育て支援課
3 乳児保育（０歳） 子育て支援課
4 未満児保育（１・２歳） 子育て支援課
5 障がい児保育 子育て支援課
6 一時預かり 子育て支援課
7 休日一時保育 子育て支援課
8 保育所の統廃合 子育て支援課
9 ファミリーサポート支援事業 子育て支援課
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　本来、子育ては楽しいものであり、子育てを楽しむことが親と子どもの幸せにつながると
いう理念の下、“ハッピー子育て”を推進するため、親子で集え、楽しむことのできる場所等
の拡充を図るとともに、様々な経済的支援や子育てに関する情報発信の充実を図ります。
　
■施策１  親子が集える場づくり

 Ⅱ ハッピー子育てプロジェクト

■施策２  親子で楽しめる公園の整備

№ 取組名 取組の概要 担当課

1 子育て拠点施設等の
拡充

嵐北地区（旧一ノ木戸小学校体育館内）に子育
て拠点施設を設置するとともに、大崎地区にお
ける子育て支援センターの設置を検討します。

子育て支援課・
教育総務課

【新規・拡充の取組】

【継続の取組】
№ 取組名 担当課
1 子育て支援センター 子育て支援課
2 子育て拠点施設（すまいるランド） 子育て支援課

№ 取組名 取組の概要 担当課

1 公共施設跡地を
活用した公園の整備

周辺の既存公園の配置等を勘案しながら、公
共施設の統廃合等に伴い不要となった敷地を
活用して公園の整備を行います。

建設課

2 既存公園の遊具等の
整備

計画的に遊具の安全点検を行い、その結果を
踏まえた遊具の更新にあたり、地元と連携し
て、遊具等の再配置を検討し、整備します。

建設課

【新規・拡充の取組】

【継続の取組】
№ 取組名 担当課
1 公園・児童遊園 建設課

■施策４  出産のために退職した女性等の再就職支援

№ 取組名 取組の概要 担当課

1 ハローワークと連携
した就職先の紹介

三条市雇用対策協議会と連携し、女性が応募
しやすい職種に限定した就職ガイダンスを開催
します。

商工課

2 再就職に向けた
就労相談会等の実施

子育て中の女性を対象にした就職に関する相
談会等を実施します。 商工課

3 再就職のための
セミナー等の実施

関係機関と連携した女性向けの再就職セミナ
ー等を実施します。

商工課・
市民窓口課

4
事業所における子育て
と仕事の両立に向けた
取組への支援

事業所を対象に、子育てしやすい職場環境改
善に向けた講座等を開催します。 商工課

【新規・拡充の取組】

【継続の取組】
№ 取組名 担当課
1 ワークライフバランス啓発事業 商工課・市民窓口課
2 多様な働き方への意識改革のための啓発事業 商工課
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　次代を担う子ども・若者の健やかな成長のため、母子の歯科保健等の充実や家庭での教育
支援の充実を図るとともに、子育て等に対する保護者の悩みに迅速に対応するため、子ども
の発育・子育て相談の充実を図ります。
　また、子ども・若者が社会との関わりを自覚しつつ、自立した個人として自己を確立し、
他者とともに次代の社会を担うことができるようになるため、子ども・若者の意見表明機会
を拡充し、子ども・若者の社会形成、社会参加の推進を図ります。
　
■施策１  母子保健、家庭教育の充実

 Ⅲ 子ども・若者の健やかな成長プロジェクト

№ 取組名 取組の概要 担当課

1 母子の歯科保健の充実
３歳児健診後も、う蝕予防を継続的に実施
することにより、母子の歯科保健の充実を図
ります。

子育て支援課

2 「眠育」（早寝、早起き）
の啓発強化

幼児期から十分な睡眠をとり、正しい生活リ
ズムを身につける「眠育」（早寝、早起き）を
推進します。

子育て支援課

3 家庭教育講座の拡充

「親子の絆づくりプログラム"赤ちゃんがき
た！"（ＢＰ）」「Nobody's Perfect - 完璧な
親なんていない（ＮＰ）」
これらの講座の実施回数を増やし、家庭教
育講座の拡充を図ります。

子育て支援課

4 乳幼児とのふれあい学習
の充実

乳幼児とのふれあいを通して、乳幼児の発
達と生活、子どもが育つ環境としての家族・
家庭の役割等について学習する機会の充実
を図ります。

子育て支援課・
小中一貫教育
推進課

【新規・拡充の取組】

【継続の取組】
№ 取組名 担当課
1 妊婦健康診査 子育て支援課
2 妊婦歯科健診 子育て支援課
3 母子健康手帳 子育て支援課
4 こんにちは赤ちゃん訪問 子育て支援課
5 乳幼児健康診査 子育て支援課
6 乳幼児訪問 子育て支援課
7 予防接種 子育て支援課
8 幼児期からの生活習慣病予防の啓発 子育て支援課
9 家庭教育講座 子育て支援課
10 育児講座 子育て支援課

■施策３  子育て家庭へのサポートの充実

№ 取組名 取組の概要 担当課

1 利用者支援事業の実施

子育て中の親子や妊婦及びその配偶者が教
育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業
を円滑に利用できるよう、子育て拠点施設で
情報提供等を行い、必要に応じて相談・助言
等、関係機関との連絡調整を行います。

子育て支援課

2
保育料算定時の
寡婦（夫）控除の
みなし適用の実施

現在、税法上の税額を用いて保育料を算定し
ていることから、適用されない「未婚のひとり
親家庭に対する寡婦（夫）控除」について、子
育て家庭へのサポートの充実を図るため、寡婦
（夫）控除のみなし適用を実施します。

子育て支援課

3 子ども医療費助成の
拡充

保護者の経済的な不安・負担の軽減を図るた
め、子ども医療費助成の拡充を図ります。 子育て支援課

【新規・拡充の取組】

【継続の取組】
№ 取組名 担当課
1 子育てガイドブック 子育て支援課
2 子育て支援情報メール 子育て支援課
3 児童手当 子育て支援課
4 児童扶養手当 子育て支援課
5 妊産婦医療費助成 子育て支援課
6 子ども医療費助成 子育て支援課
7 ひとり親家庭等医療費助成 子育て支援課
8 養育医療費助成 子育て支援課
9 障がい者自立支援 (育成医療 )給付 子育て支援課
10 特別支援教育就学奨励費 小中一貫教育推進課
11 特別支援学校就学費補助金 小中一貫教育推進課
12 特別児童扶養手当 福祉課
13 自立支援教育訓練給付金 子育て支援課
14 高等職業訓練促進給付金 子育て支援課
15 私立幼稚園就園奨励費補助金 子育て支援課
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　被虐待、発達障がいを含む全ての障がい、不登校、ひきこもりなど、問題を抱える子ども・
若者に対する支援を推進するため、子ども・若者総合サポートシステムや三条っ子発達応援
事業の充実を図ります。
　
■施策１  子ども・若者総合サポートシステムの充実

 Ⅳ 子ども・若者支援プロジェクト

■施策２  三条っ子発達応援事業の充実

№ 取組名 取組の概要 担当課

1 養育支援訪問事業の
実施

妊娠・出産・育児期に養育支援を必要とする家
庭に、助産師が訪問し、きめ細かな相談や支援
を実施します。

子育て支援課

2
被虐待児童及び
問題行動児童の
進行管理の強化

被虐待や問題行動等、特別な支援が必要な子
どもの早期発見・早期対応及びきめ細かな支
援を継続的に実施します。

子育て支援課・
小中一貫教育
推進課

3 若者支援の
相談体制の強化

青少年育成センターの青少年相談を、アウトリ
ーチ（訪問支援）機能を有する民間団体に委
託し、青少年の悩み事の解決や若者の就労に
繋げる体制の充実を図ります。

子育て支援課

【新規・拡充の取組】

【継続の取組】
№ 取組名 担当課
1 子ども・若者総合サポート会議 子育て支援課
2 家庭児童相談（虐待相談） 子育て支援課
3 女性相談 子育て支援課
4 青少年相談 子育て支援課
5 すまいるファイル 子育て支援課

№ 取組名 取組の概要 担当課

1 年中児発達参観の
全市実施

子どもの育ちや個性に早期に気づくための「年
中児発達参観」を全ての保育所・幼稚園等を
対象に実施します。

子育て支援課

2
発達支援に係る
コーディネーターの
資質の向上

各保育所・幼稚園等において「発達支援コーデ
ィネーター」を育成し、子どもの一人一人の育ち
や個性を把握し、適切な指導及び必要な支援
を継続的に実施できる体制を整備します。

子育て支援課

【新規・拡充の取組】

【継続の取組】
№ 取組名 担当課
1 三条っ子発達応援事業 子育て支援課・小中一貫教育推進課
2 子ども発達ルーム 子育て支援課

■施策２  子どもの発育・子育て相談の充実

■施策３  子ども・若者の社会形成、社会参加の推進

№ 取組名 取組の概要 担当課

1 出張及び時間外相談の
実施

乳幼児の健診時や子育て支援センター等の相
談を充実させるとともに、働く母親等の子育て
の悩みに迅速に対応するため、時間外子育て
相談を実施します。

子育て支援課

【新規・拡充の取組】

【継続の取組】
№ 取組名 担当課
1 10 か月児健康相談会 (コアラらんど ) 子育て支援課
2 子どもの発育・子育て相談 子育て支援課

№ 取組名 取組の概要 担当課

1 子ども・若者の意見表
明機会の拡充

子ども・若者の社会参加意識を高めるため、
「子どものしゃべり場」、「子ども運営委員会」
等、子ども・若者が社会の一員として積極的に
意見表明できる機会を拡充します。

子育て支援課・
各課

【新規・拡充の取組】

【継続の取組】
№ 取組名 担当課
1 青少年健全育成事業 子育て支援課・生涯学習課
2 子どもの職業体験 商工課
3 保育ボランティア 子育て支援課
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　子ども・若者の最善の利益を尊重し、子ども・若者は大人と共に生きるパートナーである
という理念の下、社会全体で子ども・若者・子育て家庭を応援する三条市にするため、子ど
も・若者・子育て家庭を支えるまちづくりを推進するとともに、地域の安全・安心の確保を
図ります。

■施策１  子ども・子育て家庭を支えるまちづくりの推進

 Ⅴ 子ども・子育て応援社会プロジェクト

■施策２  地域における安全・安心の確保

№ 取組名 取組の概要 担当課

1 「子どもの権利」の
啓発強化

子どもの権利に関する啓発チラシの作成や講
演会の開催等により、啓発強化を図ります。

子育て支援課・
小中一貫教育
推進課

【新規・拡充の取組】

【継続の取組】
№ 取組名 担当課
1 子育て応援宣言市民運動 子育て支援課
2 サンキッズカード事業 子育て支援課
3 子育て団体・サークルへの支援 子育て支援課

№ 取組名 取組の概要 担当課

1 通学路の整備
通学路安全推進会議において小中学校の通学
路の安全点検を行い、通学路の安全対策につ
いて協議し、危険箇所の改善策を講じます。

建設課・
小中一貫教育
推進課

【新規・拡充の取組】

【継続の取組】
№ 取組名 担当課
1 巡回指導 子育て支援課
2 環境浄化活動 子育て支援課
3 登下校時の見守りパトロール 小中一貫教育推進課
4 地域安全マップづくり 環境課・小中一貫教育推進課

5 不審者情報の共有 環境課・子育て支援課・
小中一貫教育推進課
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